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政策形成の場の応酬

民泊サービスの規制形成過程を事例として

尾田 基

東北学院大学経営学部准教授

要約

本論は、Airbnbのような此↑|'|マッチングサービスの登場により生じた規制設計のプロセスを、政紫の

議論がなされる場に着目して検討する。政策形成の進捗は， 各種政治的・経済''1り状況に左ｲiされ、各椛ス

テイクホルダーの利害の大きさによる影響を受ける。これらの要因の他に、本論は、各アクターが戦術的

に談論の場の正当性をi','jめたり殴損したりすることによって、政策形成過程を統制しようとすることがあ

ることを指摘する。 また、 より正当'Mliの,',lilい有意義な規制設計の議論を行うためには、法'''9愉点のみを議

論するのではなく、企業経営的な観点や7i!j費生活の観点から詳細な事業設計に関する議論を行うことが重

要であることを論ずる。

キーワード：政策形成過糀合意形成政策形成の場法規制新事業

1 問題関心’

本論の関心は、問題提起から合意形成に至るまでの政策形成プロセスにおいて、政策形成や合

意形成が行われる「場」の変遷と応酬について検討することにある。政策形成や合意形成はひと

つの会議体で収束するとは限らない。複数の会議体で議論が並行して進められたり、場の移転が

企図されたりするといった状況に焦点をあて、本論では民泊サービス関連の規制形成過程を分析

する2o場の変遷といった視点から政策形成プロセスを確認することで､政策形成は会議の場で議

論される内容の良し悪しだけでなく、会議の場自体の正当性の確立や穀損のプロセスであること

を指摘する。

l 本論の草稿段階において,生貝ll'i:人氏,工I｣'蕊郁子氏.成原慧氏,新津泰昭氏．西田光介氏,藤1I1圭氏,吉M1;裕介氏．

渡辺1,!il氏より尚重なコメントをI1いた。ここに記して感謝したい。なお.残る誤りは筆者の壷によるものである。

本｢紺は2016ｲ下9)J段階の状況を元に分析・執筆している旨留意されたい。また， 本研究はｲ1研fY15K17110の

補助を受け進められている研究の一環である。

2 1til'Iマッチングサービスの概要と成立経緯、各ステイクホルダーの立場の詳糸Ⅱについては尾田(2016) を参

照されたい。
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2 既存研究 

合意形成の場に関する既存研究は、主に政策科学の政策過程分析を行う研究群で扱われている

ことが多い。隣接する領域として社会学における社会運動論や公共政策学の合意形成論が挙げら

れるが、これらは合意形成プロセスのより前段階や後段階を取り扱っている。 

社会運動論では、ある問題が社会問題として受け入れられる社会問題の発見段階に注目するこ

とが多く、その過程で各団体がデモや直接陳情など、どの手法を採用するのかというレパートリー 

に関する研究は多く、その変遷は場の議論として間接的に読み解くことができる研究もあるもの

の、誰を交渉相手の窓口として、どの場を交渉の場とすべきかについての戦術的考察はあまりな

されていない。合意形成よりも前段階の問題提起やクレイム申し立てと呼ばれる段階に焦点を当

てることが一般的である 30 

また合意形成論の教科書では、まず合意形成の場に対してなるべく多くのステイクホルダーを

招集することが目標とされている。合意形成の場や、コーディネータの存在は所与とすることが

多く、政策決定と合意形成の後半のプロセスに関心が寄せられている 40 

政治学や政策科学では、政策決定の実質的な「場」 という表現でしばしば重要な会議体につい

て言及がなされている 5。曽根（2002）は実質的な意思決定の場が唯一の立法機関である国会の場

ではなく、その前段階の与党の事前審査や事務次官会議に移っていることを指摘している。この

ような事前段階への移行の理由として、円滑な決定のために根回しが必要とされることや、多段

階の多数決を経ていると想定するといった仮説を提示している。政策形成の「場」が多段階であ

ることについては、早くから指摘されてきた（坂本、1997)。曽根・岩井（1988）はその越える

べきハードルが多いことを 「障害物競走」と形容している。 

「場」が段階的なだけではなく、複線的であることについて言及している研究も存在する。飯

尾（2004）は各国務大臣が総理大臣の指命により任ぜられることから、制度上は総理大臣をプリ

ンシパルとする総理大臣のエージェントとしての行動が期待されるところ、事実上は各省庁の利

益を代表する各省庁やその官僚のエージェントとして機能していることを指摘している。さらに、 

飯尾は、このような状態を議院内閣制としては機能不全であると評しながらも、その機能的代替

物として、与党や政権に参画していない与党議員が省庁とは異なる利害を代表する機関として機

能することがあると指摘している。事務次官会議を経た閣議という政権の決定経路・会議とは別

に、政府ー与党の連絡会議が設置されていることに政策決定の場が複数あることを見いだしてい

るのである。曽我（2013）は橋本行革以降の内閣官房の強化・内閣府の設置によって総理大臣の

権限が強まっており、官僚にとっては与党の同意を得られない提案であっても首相周辺の同意が 

3 中河（1999)、中浮 (2004)、安藤（2012)。 

4 猪原編著（2011), p.106, pp.190-191 など。 

5 より抽象的な分析視角として、政治学では政策形成過程のモデル化が進められており、多様なモデルが提唱

されている。高橋（1988)、坂本（1997)、 Sabatier and Weible (2014）などを参照されたい。 
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得られれば政策を推進しやすくなっている効果があると評している。 

より具体的な政策形成・政策決定プロセスの分析例としては日米の航空産業における規制緩和

プロセスを検討した秋吉（2007）が挙げられる。1985年の日本の航空産業保護政策（通称航空憲法） 

見直しの際に、航空審議会での利害関係者同士による議論が勝着状態に陥ったことから、政策形

成の場を運輸政策審議会航空部会へと移し、利害関係者を除く学識経験者や中立的な立場の委員

を中心として議論を進めた経緯が明らかにされている。これらの事例を元に、秋吉（2007）は、 

多元的で開かれた政策決定の場であることや、多様な知識を集約できる体制が制度化されること

が重要であると指摘している。 

これらの既存研究を参考に、近年の会議体を加えて各種アクターの立場と、立場に応じて主た

る舞台となる会議体を例示したのが表1である。大臣の中でも、省庁付きではない特別設置の大

臣職などは総理の意向が強く反映された役職であるといえるし、官邸主導の会議・会合では大臣

と民間委員などによって会議を構成することで、省庁の意向とは異なる官邸の意向を発信するこ

とが可能となる。 

与党議員が省庁の意向を牽制する場として政府与党連絡会議があるものの、逆に積極的に省庁

の意向を反映して動く議員も古くから存在する。いわゆる族議員と呼ばれるようなこれらの議員

は特定の省庁の意向を強く反映して、政府や別の省庁に対して、説得活動を行うことがある。 

さらに、官僚も常に出身省庁の意向に従って活動できるわけではない。官邸からの引き抜きに

あったり、内閣府のように各省庁間の調整をしている職務に従事している場合には、全面的に出

身省庁の意向だけに従って行動するわけではないと考えられる。 

この表に記載した以外にも、たとえば政権にも省庁にも反映されていない国民の要望や、野党

議員の活動などが存在するが、安定的な合意形成・意見調整のための会合が存在するわけではな

いため、本論では捨象している。 

表1 各種アクターの立ち位置と対応する会議・会合 

国務大臣 与党議員 官僚 

政権の意向を反映 

（政治主導） 

アクター 

会議 

総理大臣のエージェ

ントとしての大臣 

総理官邸主導の会議 

政権党としての与党 

政府与党連絡会議 

内閣官房・内閣府へ

の出向など 

（各種省庁間調整） 

省庁の意向を反映 

（官僚主導） 

アクター 

会議 

省庁のエージェント

としての大臣 

事務次官会議を経た

閣議 

いわゆる族議員 

与党内部会や国会内

委員会など 

出向状態でない官僚 

各省庁の審議会・懇

談会など 

39 



経営・会計研究 第21号 

3 事例の検討 

3.1 民泊マッチングサービスの普及と政策課題 

近年、シエアリングエコノミーの一環としてインターネット上で宿泊場所を探す旅行者と部屋

を貸して収入を得たい人を引き合わせるインターネット上のウェブサービスが普及している。代

表的な企業としては米国の Airbnb 社が挙げられる。このような民家への宿泊、いわゆる「民泊」 

の急速な拡大は、既存の法制度の想定していなかった状態であり、早期の規制設計が求められる

ようになった。 

一般的なホテル・旅館業に課せられている規制としては、衛生面（旅館業法、厚生労働省）、 

安全面（建築基準法、国土交通省 I 消防法、消防庁）があり、民泊には現状これらの規制が存在

していない。また、民泊によって騒音や周辺住民との問題が発生した場合は警察の出動が必要と

なる。政治家やこれらの行政機関の他にこの規制設計に関わりうるステイクホルダーとしては、 

5種類のステイクホルダーが存在する。①民泊のマッチングサービスの提供業者、②宿泊場所を

提供するホストとなる個人、③宿泊場所を提供して高利回りの収入を期待する不動産賃貸業やサ

ブリース業の企業、④事実上の競合となるホテル・旅館業、⑤近隣住民やマンションの管理組合

など、民泊によって迷惑を被る可能性のある人々の 5種類である。 

以下では政策形成過程を 3つの段階に分けて確認する。①政府の規制改革会議における政策課

題発見段階と、② 2つの会議体による政策課題の解釈と合意形成の段階、③ 2016年 4月以降の

ホテル旅館業界が反対運動を繰り広げた段階に分けて確認し、政策形成の場の変遷を確認するこ

ととしたい。 

3.2 規制改革会議における政策課題の発見 

規制改革会議は内閣府の審議会のひとつで、総理大臣に対して改革すべき規制についての調査

や審議を行うことを目的とした行政会合である。規制改革会議において Airbnb や民泊関連の話

題が最初に登場したのは、規制改革会議の地域活性化ワーキング・グループの第 8回（2014年 

12月 4日）、星野リゾートの星野佳路代表取締役社長に対するヒアリングである。星野社長に対

しては、どのような規制関連の問題が観光業・宿泊業にあるかという広範な話題提供が求められ、 

その話題のーつとして Airbnb と規制設計の問題が星野社長より話題提供された。 

2015年6月に規制改革会議より発表された「規制改革に関する第3次答申」でも、「インターネッ

トを通じ宿泊者を募集する一般住宅、別荘等を活用した宿泊サービスの提供」という項目が記載

され、規制改革にむけて検討を開始し、2016年中には結論を得るとの計画が記載されている。 

また、規制改革会議では継続的に国民からの意見募集を行っており、期間ごとに一定の論点や

テーマを定めて集中的な意見募集する機会を繰り返し設けている。2015年 11月に実施した「規

制改革ホットライン」ではインバウンド‘観光関連の問題が集中的に受け付けられ、民泊サービ

スに関する規制改革提案が多数寄せられた。 
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